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土地や財産、金銭的な事柄など日常生活における心配ごとや悩みごと、その他専門的なことで相談した
いことがあればお気軽においでください。なお、相談は予約制となっておりますので、下記の連絡先までご
予約をお願いします。

安芸ひまわり基金法律事務所 TEL：0887-35-8200 （午前10時～午後4時 土日祝を除く）

高齢化が進み、介護を必要とする方が増加しています。これに伴い、男女

を問わず、ご家族の介護をおこなう方も増えてきました。介護に直面した方

のなかには「本当は働き続けたいが、介護のために離職せざるを得ない」と、

仕事をやめてしまう方も見られます。

室戸市地域包括支援センター TEL:０８８７－２２－５１５8

また、現在、介護をおこなっていない方にとっても、介護はいつ始ま

るか分からないものです。明日、突然やってくるかもしれません。介護

保険制度などの概要を把握しておくこと、また、介護に直面した時に相

談できる窓口を知っておくことは、仕事と介護を両立するポイントにな

りますのでご紹介します。

介護が必要になったとき、どこに相談すればいいですか？

地域包括支援センターに、ぜひご連絡ください。介護保険の仕組みや、地域にどのような介護サービスがある

か等についてご説明します。介護保険サービス利用のために必要な申請手続きの代行などもおこなっています。

また、介護を必要としている方が入院している場合は、病院に地域医療連携室や医療相談室があれば、相談員

が退院後のことも含めて相談に乗ってくれます。

相談に行けば、すぐに介護保険サービスが利用できますか？

介護保険サービスを利用するには、要支援・要介護認定を受けるための申請が必要です。申請をおこなってか

ら認定結果がでるまでの期間は、原則として申請日から３０日以内とされています。そのため、要介護度が決定

するまでに１か月ほどかかる場合もあります（ただし、決定された要介護度は申請日にさかのぼって有効となりま

すので、申請時点から介護保険サービスを利用する場合もあります）。

たとえば、退院が２週間後に決まり、家に戻った後、介護が必要になりそうな場合は、入院中に要介護認定の申

請をおこないましょう。そして、退院後の自宅での生活に向けて、病院の退院支援担当者も交えて相談し、必要

な介護保険サービス、住宅の改修、福祉用具の活用などについて一緒に検討していきましょう。

ちょこっと相談

無料法律相談

日時：令和4年7月6日（水）10時～15時 場所：室戸世界ジオパークセンター

日時：令和4年7月29日（金）13時～
場所：室戸市保健福祉センターやすらぎ 2階 第1会議室

上記のほか、介護保険サービスの内容や料金に関しても、お問い合わせください。

寄付のお礼
古切手・未使用切手・ハガキ等

山本扶佐江 様 小野英昭 様 寺内建設 様
㈱徳増工業 様 澤時計・メガネ店 様

室戸市社会福祉協議会では、現在職員の募集をしています
［正職員募集］

◆ 室戸市地域包括支援センター ： 保健師 又は 看護師 1名

:    社会福祉士・介護支援専門員・主任介護支援専門員のいずれかの資格を

有する方 1名

◆ 室戸市社会福祉協議会 ： 社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・介護支援専門員のいずれかの

（ボランティアセンター業務） 資格を有する方 1名

◆ 室戸市デイサービスセンター : 社会福祉士 1名

受験資格：1963年（昭和38年）4月2日以降に出生した方で,普通免許（AT限定可）を有する方
申込期間：令和4年7月6日（水）午後5時15分まで
試験日 ：令和4年7月10日（日） 午前9時～（午前8時４０分受付開始）
選考方法：作文・面接
申込方法：応募書類（受験申込書・資格登録書（写し）・申込用写真）を令和４年7月6日（水）の午後5時15分までに
持参提出（土・日・祝日は除く）もしくは郵送提出（必着）

詳細は室戸市社会福祉協議会事務局（22-1348 担当：大西）、ホームページ（https://murosya.or.jp/）、またはハロー
ワークにてご確認ください。

［契約社員・パート・アルバイト随時募集中］

◆室戸市デイサービスセンター ： 介護職員（契約社員【更新あり】）

◆室戸市社会福祉協議会 訪問入浴事業 ： 介護職員（パート・アルバイト）

缶詰・白米等

匿名2名 様

緊急小口資金及び総合支援資金（初回）については、受付期間が令和4年8月末まで延長されました。この貸
付は、新型コロナウイルス感染症の影響による失業や減収でお困りの世帯が対象となっております。貸付の内
容については、高知県社会福祉協議会のHP（https://www.pippikochi.or.jp/shikin/intoro.htm）をご覧いた
だくか、室戸市生活支援相談センターまでご連絡ください。

●初回貸付受付終了日：令和4年8月31日（水）17：00まで

相談員不在、または混み
あっている場合がありま
すので、事前の予約をお
願いします。室戸市生活支援相談センター TEL：22-2660 安岡・竹内・竹本

（※ 8：30～17：15 土日祝、12/29～1/3を除く）

新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金特例貸付のご案内

日々の生活でわからないことや健康のこと、体力づくりなどについて身近な場所で相談を受け、アドバイスやお手伝

いをしたいと考え、室戸市（福祉事務所、保健介護課）と室戸市社会福祉協議会（地域包括支援センター、生活支援

相談センター）と一緒に「身近な地域でちょこっと相談」を開催しますので、お気軽にご相談ください。予約は必要あり

ません。※相談内容によっては、必要な機関をご紹介するなどの対応となる場合があります。

https://murosya.or.jp/）、
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令和３年度 室戸市社会福祉協議会 事業報告

超高齢化社会の到来や人口減少、生活困窮者等、昨今の福祉課題はより複雑化・深刻化しており、地域福祉にかかわる
環境は大きく変化しております。令和３年度は新型コロナウイルス感染症がまん延するなか、本会は感染対策の徹底を図
り、室戸市や関係機関と連携しながら住民参加による地域福祉活動を展開しました。
まず、「健康で心ゆたかに暮らし続けられる むろとへ ～助け合い・支え合い 共に生きる～」を基本理念とし、住

民ニーズにあった計画になるよう室戸市と連携して第４期地域福祉計画・第３期地域福祉活動計画（令和４年度～令和８
年度）を策定しました。
また、生活支援相談センターにおいては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方への貸付業務など

が増加するなか、ボランティアセンター運営の基礎づくりを行うとともに新たに障害福祉サービスに取り組むなど事業拡
大を図りました。
さらに、毎年全国各地で大規模災害が発生している現状を踏まえ、本会職員に対して平時からの準備として、災害ボラ

ンティアセンターの運営研修を行いました。
各種の事業については、多様化する住民ニーズに対応できるよう、職員全体の資質向上を図るとともに行政や関係機

関・団体等との連携と協力を得、事業計画に基づき各事業の推進に取り組みました。

令和3年度 室戸市社会福祉協議会 決算報告

収 入 決算（円） 支 出 決算（円）

事

業

活

動

会費収入 224,000 福祉基金運営事業 224,030

分担金収入 1,636,250 法人運営事業 27,889,168

寄付金収入 980,690 生活福祉資金貸付事業 810,001

補助金収入 25,329,799 地域福祉活動事業 747,954

受託金収入 69,908,918 日常生活自立支援事業 4,157,806

事業収入 1,361,750 訪問入浴事業 0

介護保険事業収入 56,856,116 配食サービス事業 7,533,761

障害福祉サービス等事業収入 3,002,360 デイサービス事業 54,442,690

雑収入 327,250 生活困窮者自立支援金受付相談事業 942,618

受取利息配当金収入 56,211 生活困窮者 自立相談支援事業 7,354,466

その他の収入 2,201,840 自立支援 家計改善支援事業 3,782,259

そ
の
他
の
活
動

積立資産取崩収入 9,711,730 事業 就労準備支援事業 4,605,486

その他の活動による収入 291,900
地
域
支
援
事
業

（
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
）

総合相談 37,125,826

0 介護予防ケアマネジメント事業 531,583

0 権利擁護 85,008

0
包括的継続的ケアマネジメント
支援

234,640

0 介護予防支援事業 6,491,051

障害者相談支援センター事業 5,291,962

補助金等返還金 5,895,874

前期末支払資金残高 18,843,042 次年度繰越金 22,585,673

合 計 190,731,856 合 計 190,731,856

事 業 名 事 業 内 容

法人運営事業

◼ 理事会 ７回 評議員会 ５回 監査会 １回
◼ 事務局体制の充実

事務効率向上の推進
関係機関・団体との連携強調
法律相談事業への協力(高知弁護士会・法テラス・ひまわり基金・室戸市との連携）
福祉基金及び会員・会費制度の理解促進
広報活動の充実(社協だよりの毎月発行/関係団体の福祉活動の紹介と理解促進/ホーム
ページの充実)
法外援護の推進（行路者の援護０件）
行政との連携強化

福祉基金運営事業 賛助会員 ８７名 特別会員 １０名 寄付金 １名

訪問入浴事業
在宅でのねたきり高齢者等の入浴困難者に対する入浴車の派遣
※介護職が確保できず休止中

配食サービス事業
在宅での食事づくりが困難な要援護高齢者に対する配食サービス（週２回訪問）
実施状況 ２０６日 延人数 ８０７人 延食数 ５，８９１食

日常生活自立支援事業
自分ひとりで判断することが難しくなり困っている高齢者や障害者の方たちが、安心して
日常生活が送れるように、専門員や支援員がお手伝いする。 利用者数 ４５名

生活困窮者自立支援事業

これまで十分ではなかった、生活保護受給者以外の生活困窮者に対する支援を拡充するも
の。生活保護の受給が必要な方に対しては、適切に生活保護制度につなげるとともに、生
活保護から脱却した後の生活支援も行う。自立相談支援事業、家計改善支援事業、就労準
備支援事業の３つからなる。
新規相談件数 ６６件 自立相談支援事業 １２件 家計改善支援利用者数 ２名
就労準備支援利用者数 １名 住宅確保給付金 １名

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金申請
受付相談事業

緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や再貸付について不承認とされた世帯等が支給
対象となる新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の相談対応や申請受付を行う。
新規相談者数 ４６名

障害者(児)相談支援事業 特定相談契約者数 ４９名 障害児相談契約者数 ２１名

生活福祉資金貸付事業

貸付状況：新規 １８３件（福祉費 １件、緊急小口資金 １件、教育支援金 １件、
緊急小口資金（特例貸付） ５６件、総合支援資金（特例貸付） １２４件）
相談状況：相談者 １３７人 延件数 ５１３件
長期滞納者の調査と償還督促（文書督促 ４回）

地域福祉活動

◼ 医療・介護・福祉ネットワークづくり
室戸市ネットワーク会議の開催、関係機関団体の運営活動指導、高齢者福祉の推進、
福祉体験学習の実施指導

◼ ボランティアの育成
ボランティアセンターの設立、音訳ボランティアへの協力、子ども食堂支援

◼ 室戸市民生委員児童委員協議会との連携強化
◼ 共同募金・歳末たすけあい募金運動と地域福祉の増進

法人後見事業

法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは
補助人（以下、「成年後見人等」）になり、親族や専門職が個人で成年後見人等に就任し
た場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行う。
現在の受任件数７件 累計受任件数１０件 終了件数３件

デイサービス事業 実施状況 ２５７日 延通所者数 ５，８５９人

事 業 名 事 業 内 容

室戸市地域包括支援
センター

◼ 介護予防ケアマネジメントの実施
第1号介護予防支援事業・指定介護予防支援

自立支援・介護予防の推進に向けた取り組み
予防給付・総合事業給付管理 介護予防給付実績 １，６８７件（内新規 ３４件、
委託 １６５件） 介護予防支援業務 対応延人数 ６,６２８名

総合相談支援業務 相談支援：延件数３，０６１件
権利擁護業務

高齢者虐待の対応と啓発 相談件数 実人数 １４名
消費者被害等の防止と啓発
日常生活自立支援事業、成年後見制度等活用の促進と支援
養護老人ホームへの措置入所に向けた支援
支援困難事例への対応

◼ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
関係機関との連携体制作り

介護施設との入所状況等について情報交換、グループホーム・小規模多機能型居宅介
護施設の運営推進会議に出席

ケアマネジャーに対する支援
ケアマネジャーへの後方支援 日常的支援 ５０件 困難事例支援 ２９件
ケアマネひろば 年１１回開催
ケアマネジャー等との連携対応件数 実件数 ７４件 延件数 ２４０件
ケアプランチェックと指導

介護支援専門員及びサービス事業所等への研修会の開催
◼ 地域ケア会議の開催
◼ 認知症施策の推進
◼ 在宅医療・介護連携の推進
◼ 地域包括ネットワークの構築

室戸市ネットワーク会議


